
　

第

一般

 随意契約

委託金額 業務名 履行場所 委託期間  日間

金

本業務は、中央公園（広島城区域）内における危険木の伐採等を行い、公園利用者の安全確保及び史跡の保護等を図るものである。

樹木伐採、せん定等 一式

処分費　　1式

課   長設　計 検　算 検　算 照　合 主幹

業 務 委 託 設 計 書
号

令和 款 項 目 所属 設計 提出
業務委託

7 一般会計 総務費 市民生活費 市民生活総務費
請　負

一般競争入札

年度

市民局文化振興課
7.１1 7.１1

円 中央公園（広島城区域）危険木伐採その他業務 中区基町 　契約締結の日から令和8年3月31日まで

施 行 理 由

設 計 概 要

　　



　委託金額 業務名

金

式 1.00 第　１　号明細表

樹木伐採 式 1.00 第　２　号明細表

処分費 式 1.00 第　３　号明細表

安全管理費 式 1.00 第　４　号明細表

直接業務費計

共通仮設費

　共通仮設費（率分） 式 1.00

共通仮設費計

純業務費計

現場管理費 式 1.00

業務原価計

一般管理費 式 1.00

式 1.00

中央公園（広島城区域）危険木伐採その他業務

（甲）　　　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　　　　要

樹木せん定

一般管理費（契約保証費）



（甲）　　　　　内　　　　　　　　　　訳

業務価格 式 1.00

消費税相当額 式 1.00

請負業務費

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　　　　要



C=120㎝以上

180㎝未満 本 1 公園共通代価表 第10503号

C=180㎝以上

240㎝未満 本 1 公園共通代価表 第10504号

第　１　号 樹木せん定 明　　細　　表

　　   　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　　　　要

（強度の切詰めせん定を含む）

公園樹高木切詰せん定

（強度の切詰めせん定を含む）

公園樹高木切詰せん定

計



C=60㎝以上

法面 120㎝未満 本 1 公園共通代価表 第50202号

C=120㎝以上

法面 180㎝未満 本 2 公園共通代価表 第50203号

平地 C=60㎝未満 本 1 公園共通代価表 第50205号

C=60㎝以上

平地 120㎝未満 本 18 公園共通代価表 第50206号
C=120㎝以上

平地 180㎝未満 本 14 公園共通代価表 第50207号
C=180㎝以上

平地 240㎝未満 本 3 公園共通代価表 第50208号

第　２　号 樹木伐採

高木伐採

高木伐採

高木伐採

明　　細　　表

　　   　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　　　　要

計

高木伐採

高木伐採

高木伐採



建設発生木材再資源化施設 式 1

金　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　　　　要

処分費

第　３　号 処分費 明　　細　　表

　　   　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量 単　　　　価

計



昼間勤務・交代要員なし 人

単　　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　　　　要

交通誘導警備員B

第　４　号 安全管理費 明　　細　　表

　　   　　　内　　　　　　　　　　訳

工　　種　・　名　　称 種　　　別 形状・寸法 単　位 数　　　　量

計



仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和７年１月

改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）

により施行すること。 



特 記 仕 様 書 

 

１ 本特記仕様書は、中央公園（広島城区域）危険木伐採その他業務（以下「業務」という。）

に適用する。 

 

２ 本業務の実施区域及び伐採・せん定対象樹木は、別紙位置図、平面図のとおりとする。 

 

３ 本業務の実施区域は、国指定史跡内及び史跡外区域は「周知の埋蔵文化財包蔵地」に指定さ

れているため、文化財保護法を順守すること。 

また、作業に当たっては、その他の関係法令等を遵守すること。 

 

４ 伐採、せん定、清掃時等において、石垣や公園施設等を破損させることのないよう注意する

こと。また、万が一破損させた場合は、速やかに発注者に報告するとともに、受注者の責任に

おいて誠実に対応するとともに補修等を行うこと。 

 

５ 伐採、せん定、処分に係る現場作業は、令和８年３月１７日までに完了することとする。 

 

６ 作業週報（本市所定の様式）については、必ず、作業前に提出すること。なお、未提出での

作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがある。 

 

７ 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第７条第２号

イ又はロに該当する者(造園工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限

る。）として配置すること。 

   

８ 職業能力開発促進法による１級又は２級造園技能士の資格を有する者（直接的な雇用関係に

あるものに限る。）は、せん定等作業中常時、作業又は現場において適正なせん定等を行うよ

うせん定方法等の指導にあたること。 

  なお、せん定等作業中においては、造園技能士であることが確認できるよう名札等を着用す

ること。 

 

９ 業務実施中は、必ず作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだけ歩行

者等から見やすい位置に配置すること。 

 

10 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者の会社名を表示する

こと。 

 

11 早朝・夜間（８時から１７時までの時間帯以外）や休日（官公庁の休日）に作業する場合は、

事前に業務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。ただし、原則として日曜日・祝日の

作業は認めない。 

 

12 留意事項 

⑴ 伐採 

伐採する樹木は、地際から 50 ㎝程度の高さで伐採することとし、除根は行わないこと。

なお、伐採樹木の地際からの高さは、発注者と協議の上決定するものとする。 



 

⑵ せん定 

樹木せん定は、対象樹木の枯枝等を切除するなどして、樹冠を整える一連の作業である。 

⑶ 処分 

伐採木及びせん定枝葉については、原則として産業廃棄物処分業の中間処理を有する再資

源化施設に搬出し、処分することとする。なお、諸事情により処分先における処分が困難で

ある場合は、他の処分先への搬出に関して発注者と協議した上で、その結果に従い適正に処

分すること。 

なお、伐採木やせん定枝葉は速やかに積込・搬出し、環境保全に十分留意して処分するこ

ととし、処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。また、発注者が求め

る場合は、処分伝票の原本を提示すること。 

 

13 業務実施中は、発注者との連絡を密にすること。 

 

14 本業務の実施区域の一部は史跡であり、広島護國神社にも隣接しているため、歩行者等の往

来が多いことが見込まれる。このため、作業時には安全施設等を設置するとともに、交通誘導

警備員を配置するなど、十分な安全対策を行い、歩行者等に支障を及ぼすことのないよう、十

分な注意を払い実施すること。 

 

15 業務の委託期間内に、広島城区域内において各種イベントが開催される予定であるとともに、

二の丸区域内で施設修繕を行っており、その資材運搬車両等の出入りがある。 

また、堀北公園においては、地域団体が定期的にスポーツ活動等を行っている。 

イベント開催日やイベント準備・後片付け期間中、資材運搬車両通行時及び地域のスポーツ

活動時等において、伐採等の作業が困難な場所、日程があるため、事前に伐採等の順序、方法、

日程等について発注者と協議し、必要事項を決定すること。 

  また、その他不明な点が生じた場合にも、独断で処理することなく、速やかに発注者と協議

し、必要事項を決定すること。 

 

16 前項までの規定に関わらず、やむを得ない事由により、業務の実施内容、順序、方法等を変

更するする必要が生じた場合には、速やかに発注者と協議のうえ、必要事項を決定すること。 

 

17 報告事項 

⑴ 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出すること。 

⑵ 受注者は、伐採等現場作業完了後、速やかに所定の業務実施報告書に作業記録写真帳、処

分伝票の写しを添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。 

 

18 受注者は、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責

を負わなければならない。 

  また、それらの発生原因、経過、処置内容については、速やかに発注者に報告するものとす

る。 

 

19 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。 



N




